
’
お
っ
て
、
恩
田
大
使
に
は
タ
イ
国
駐
劉
、
林
大
使
に
は
一
一
カ
ラ
グ
ァ
国

駐
笥
を
命
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

j

内
閣
総
理
大
臣
細

右
の
と
お
り
発
令
を
願
い
ま
す
。

右
の
と
お
り
発
令
を
願
い
ま
す
。

特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る
（
以
上
十
二
月
二
十
二
日
付
）

■

平
成
五
年
十
二
月
十
六
日

（
罐
舜
詩
鍵
ク
ー
ヴ
締
－
卸
本
麺
）
同

（
罐
舜
詩
鍵
ク
ー
ヴ
締
－
卸
本
麺
）
同

。
■
■
■
■
■
■
■

■
■
『

一
一
一
一

（
大
臣
官
房
）
外
務
事
務
官
恩
田

川

外
務
大
臣

護
煕
殿

U

羽 林林

外
務
省

外
務
省

田

安
秀
安
秀孜 ｜ｰ
壱
一
小

’

口I
、

’ 』

’



I昭 ｛|:
二三

昭
＝

本
籍些」

二二

｛
二
一
、

一
二
一
ノ

盤
◎

三三

四

一
一
一
一
一
一

’
一
一
一
一

履

号
月
日

一
一
一
一
一
、
一

一
一
つ
、
八
一

一
一
、
一
五

一
０
’

へ
一
○
外
務
筈
記
を
命
す
る

四
一
一
外
交
官
制
を
命
す
る

六
、
二
一
〈
｜
在
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
日
本
隆
総
籠
事
館
在
勤

‐賃
一

ノ1
－、 酉

Ｃ
私
『
↓
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
団
大
梗
館
存
劉
を

Ｉ

外
務

一
〃
命
ず
る

一

｜
を
命
ず
る

｜
領
事
冨
榊
を
命
す
る

一
欧
萠
烏
中
近
東
ア
フ
リ
カ
部
中
近
東
課
勤
務

朧る
（
政

経
済
縢

外
務
事
務
富
に
任
命
す
る

外
交
官
領
事
官
採
用
試
験
合
格

ア
メ
リ
カ
局
勤
務
を
命
す
る
（
法
律
第
一
○

日
看
）

東
京
大
学
法
学
配
第
二
類
卒
業

を
命
す
る

欧
米
局
勤
務
を
命
す
る

１
１

任

垂
目

兜

恩簡’
1

賞
脳だ

勤
務
を
命
ず

０
１
Ｊ

９
１
０

唾
一
画

昭
和
八
年
六
月
二
六
Ⅱ
生

・

旧
姓
名た

‐
善
示

聯

！
る

1~J1省

一
七
、
一
五

１
１



凸
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｂ
ｌ
Ｉ
■
Ⅱ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
１
４
■
Ｊ
０
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
１
１
８
■
■
１
１
１
１

・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ｊ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
、
‐
Ｉ
ｌ
ｒ

’
一
一
一
、
一
一
一
〈

｛〈。

八
一

~「~ﾃ|－

五
二

五
四

’
１
１
１

鰐
一
ヱ
ー
〈
一
、
二
一
〕

五
七
六
、
一
五

I

'五’
一

ー

二
、

ノ、

一
二
、
一
一
ユ

｜ 一

一
雲
事
官
を
命
す
る

１
１
「
ｌ
ｌ
ｌ

ｊ
ｌ
一
二
｜
在
ロ
ン
ド
ン
日
本
鬮
総
韻
事
館
に
併
任
す
る
一

一
総
領
事
を
命
ず
る

ま
｜
国
際
連
合
日
本
雌
府
杙
表
跳
に
配
憧
供
す
る
一

四
大
臣
一
宮
房
在
外
公
餌
誹
長
に
配
適
擬
す
る

Ｉ
ｌ
Ｉ
訓
’
一

卜
〃

１１

■
■
■
■
■
■
■
■
日
Ⅱ
１
１トタ

務
省

ー
大
臣
官
房
↑
会
計
一
課
長
に
厩
置
換
す
る

参
事
官
を

一
大
臣
冨
房
外
務
議
事
富
に
配
鐘
鱗
す
る

１
１
０
６
Ⅱ
’
’
’
’
’
’
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
０
’
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
●
０
６
ｌ
Ｄ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‘
，
‐
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
７
ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
，
ｌ
Ｌ
Ｉ
ｌ

‐

‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ

’
１
‐
‐
」

大
臣
直
房
調
査
企
画
部
に
併
任
す
る

一
ア
ジ
ア
局
に
併
任
・
す
る

一
大
臣
筥
房
調
査
企
画
部
の
併
任
を
解
除
す
る
一

一
大
臣
官
房
審
議
官
に
昇
任
さ
せ
る

ア
ジ
ア
局
に
併
任
す
る

ｌ

’

‐

経
湊
局
次
長
に
配
置
換
す
る

綴
済
協
力
開
発
機
購
日
本
臓
府
代
表
部
に
配
一

直
換
す
る

’

命
す
る

’

｜ ’

_'-1 ’

’
’

Ｉ
Ｌ



1！

’

‐
’
■
１
１
４
４
コ
ｑ
Ⅲ
Ⅱ
耐
Ｉ
Ⅱ
町
叫
ｑ
巳

ｊ
中
１
川
Ｉ

一

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ

｜
凸
■
Ｔ
一

査
察
担
当
を
命
ず
る
ロ
Ⅱ

‐
Ｆ

’
八
一
一
大
臣
官
房
に
配
置
換
す
る
里
弔
‐

ノ、
、

一

鄙
貼
・
ｒ

｜
外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
審
議
官
）
に
採
用

一
す
る
■
‘
ｐ
Ｊ

Ｊ

〃

王Z

酉

＝
一

願
に
依
り
本
官
を
免
す
る

と
を
命
す
る

－

平
四

ｌ
‐
一
㎡

一
一
〈
、
九
一
齢
時
に
外
潅
省
本
省
の
事
携

外
務
省

四 ｜

’|

四
一
四

ヴ
ウ
デ
ィ
・
ア
ラ
ビ
ア
国
騒
割
を
免
す
る

垂
I －－

－

王鷆

in

兼
ね
て
南
イ
エ
メ
ン
国
騒
割
を
命
ず
る

１
１

廟
イ
エ
メ
ン
塵
駐
舗
を
免
す
る

一
一

一
、
一
一
一

サ
ウ
デ
ィ
・
ア
ラ
ビ
ア
国
駐
劉
を
命
ず
る

平
元

一
言
一
室

｜
採
用
す
る

Ｆ

｜
特
命
全
権
大
使
に
任
命
す
る

｡『
岬

｜
願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

一
外
婆
事
務
官
（
中
近
東
ア
フ
リ
カ
局
長
）
に

，
云
二

一

寺

くつ

を
命
す
る

六六’１
１
１

特
命
全
権
公
使
に
任
命
す
る

｜
経
済
協
力
開
発
機
構
日
本
政
府
代
表
部
在
勤

Ｉ

一

ブ電

可
叫
ｌ
川
叫
刈
酬
引
川
Ｉ
川
醐
１
Ｊ
側
川
Ⅳ
１
１

一
の
名
称
を
与
え
る

構
日
本
政
府
代
表
部
に
在
勤
す
る
期
間
公
使

１
１



』I
、丁

一
謁

一

．Iド

サ・

哩
九

玉
○

五
二

ｆ
↑

一
心
凸

免
賞
罰
等
一
肋
名

Ｆ

月
日
一
塗
’

九
二
七
｜
外
務
公
務
員
採
用
上
敬
試
駁
合
格

」
ｌ
■

｜
東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
科
卒
業

一
一
一
、塵
、
一
一
外
務
事
務
官
に
任
命
す
る

Ｆ

｜
条
約
局
勤
務
を
命
ず
る
Ｉ
｜

■

履
歴
書

は
や
し
林

昭
和
一
一
年
五
Ⅱ
一
六
冊
生

’
■
ざ
Ⅶ
珠
洲
一

安
秀

’
,！ |

一

一

、

王エ

一
一
、
一
一
一

’

四
一

一
、
一
ロ

迫
一
四
唾

四
八
四
五 里｜

’

昭
三
八

二
一
九
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’ 1
1

｜

_｜

’|－
｜

’

１
１

1’
｜

’

ｌ
ｌ
Ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

｜ ’
’１

１
１
－

’

’ ’

五
七

｜
｜

I

平

二二

一
〈
一
一

五
九

Ⅱ

’

画一

Ｉ

外
務
省

瀞
領
事
を
命
す
る

翫
潅
擬
す
る

四
、
一
五

在
ヴ
ー
〃
ン
ク
Ｉ
ヴ
ァ
ー
日
本
国
締
領
事
露
に

湾
二
○

大
臣
官
扉
文
書
諜
擬
に
配
置
換
す
る

換
す
る

フ1斗

一

在
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
日
本
国
大
使
館
に
配
置

参
事
官
を
命
す
る

迄
司
品
三

国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
に
配
置
換
す
る

cン

｜
国
際
連
合
局
科
学
課
塗
に
配
置
換
す
る
。
Ｌ

せ
る
兜

五・

六

一

■』

一

四

外
務
事
務
官
（
条
約
局
鏑
豊
富
）
に
転
任
さ

せ

る

五
四

一員

一

一

内
閣
法
制
局
参
事
官
〈
第
三
部
）
に
昇
伍
さ



『溺 講麦 言免 弓弓 メ そ

1日 （火）

2日 （水）

12月

12月

ワ
ー
ワ
ー

閣議日

発令臼

鯵特命全権大使に任命する

タイ国駐笥を命ずる

外務事務官(大臣官房） 恩田 宗

8/1大臣官房付

？ﾀｲ国駐笥
藤井

12/15

宏昭

命帰朝

宗
因
心 田

⑨特命全権大使に任命する マ
ニカラグァ国駐割を命ずる

外務事務官(をｧﾝｸｰ7-8輻龍亭雛澪） 林 安秀

10/15命帰朝

林 安秀一デﾆｶﾗグｱ国駐罰荒船清彦
8/1免本官


